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告

示
（
選
）

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
東
京
都
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の

八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
…
…
…
…
…
…
…
五

○
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総

数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を

超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
十
九
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
南
小
岩
六
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

南
小
岩
六
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一

日
ま
で

三

施
行
地
区

江
戸
川
区
南
小
岩
六
丁
目
及
び
南
小
岩
七
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

江
戸
川
区
南
小
岩
六
丁
目
三
十
一
番
十
号
Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ⅱ
二

〇
一平

成
二
十
八
年
十
二
月
十
五
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
三
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
条
の

十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
築
地
二
丁
目
地
区
第
一
種
市
街
地
再

開
発
事
業
の
規
約
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

日
鉄
興
和
不
動
産
株
式
会
社
及
び
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
都
市
開

発
株
式
会
社

二

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

中
央
区
築
地
二
丁
目
地
内

四

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
名
称

築
地
二
丁
目
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

港
区
赤
坂
一
丁
目
八
番
一
号

六

施
行
認
可
の
年
月
日

令
和
六
年
七
月
三
十
一
日

七

変
更
の
内
容

施
行
者
の
名
称
を
日
鉄
興
和
不
動
産
株
式
会
社
及
び
Ｎ
Ｔ
Ｔ
都

市
開
発
株
式
会
社
に
変
更
す
る
。

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

八

規
約
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日
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令
和
八
年
三
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
月
島
三
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組

合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告

示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

月
島
三
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
八
月
七
日
か
ら
令
和
九
年
六
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
月
島
三
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
月
島
一
丁
目
三
番
二
号

佃
權
月
島
ビ
ル
七
階

令
和
二
年
八
月
七
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
三
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
二
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
八
重
洲
二
丁
目
中
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示

す
る
。令

和
八
年
三
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

八
重
洲
二
丁
目
中
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
令
和
十
二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
一
番
四
号

令
和
三
年
十
月
十
九
日

五

定
款
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
三
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
三
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

指
定
理
由

人
の
身
体
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
に
幻
覚
等
の
作
用

を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康

に
被
害
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

施
行
期
日

令
和
八
年
三
月
五
日
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◉
東
京
都
告
示
第
二
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
三
月
四
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

環
状
八
号

二

変
更
の
区
間

板
橋
区
西
台
一
丁
目
四
百
五
十
七
番
二
地
内
か

ら
同
所
同
番
三
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
三
一
、
七
二
三

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
四
八
、
二
六
五

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
三
月
四
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,３８３

中
央
区
選
挙
区

４９,９７０

港
区
選
挙
区

６９,５７６

新
宿
区
選
挙
区

９１,４７０

文
京
区
選
挙
区

６２,５０５

台
東
区
選
挙
区

５９,２２９

墨
田
区
選
挙
区

８０,４２０

江
東
区
選
挙
区

１３８,９８２

品
川
区
選
挙
区

１１５,２６８

目
黒
区
選
挙
区

７８,９１９

大
田
区
選
挙
区

１７１,２６６

世
田
谷
区
選
挙
区

１９６,４８４

渋
谷
区
選
挙
区

６４,２６９

中
野
区
選
挙
区

９４,８２９

杉
並
区
選
挙
区

１４８,３８５

豊
島
区
選
挙
区

７６,７５８

北
区
選
挙
区

９７,５１７

荒
川
区
選
挙
区

５８,００９

板
橋
区
選
挙
区

１４６,４４４

練
馬
区
選
挙
区

１７０,６６４

足
立
区
選
挙
区

１６２,５４８

葛
飾
区
選
挙
区

１２８,２２３

江
戸
川
区
選
挙
区

１５９,７９６

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,３６８

立
川
市
選
挙
区

５２,１７２

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,４６８

三
鷹
市
選
挙
区

５３,０３６

青
梅
市
選
挙
区

３６,９０１

府
中
市
選
挙
区

７３,０３７

昭
島
市
選
挙
区

３２,００６

町
田
市
選
挙
区

１２０,４４６

小
金
井
市
選
挙
区

３４,６３９

小
平
市
選
挙
区

５３,８８２

日
野
市
選
挙
区

５２,８４６

西
東
京
市
選
挙
区

５７,１４２

西
多
摩
選
挙
区

６７,６４３

南
多
摩
選
挙
区

６７,８２８

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,６９７

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５７,５４７

北
多
摩
第
三
選
挙
区

９０,４４５

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,６５９

島
部
選
挙
区

６,４４３
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